
教員免許状の取得方法について

再申請しようとする免許状は、「有することを
必要とする免許状（基礎免許状）」を活かして
取得した免許状ですか？

NO

確認③

法改正前の免許更新制により教員免許状が失効した方で、教員免許状の取得方法や、申請に必要な書類が分からない
場合は、下記のフローチャートを参考にしてください。

NO

・教員資格認定試験合格者は
⇒「資格認定試験による申請」をご覧ください。

・取得済み免許状の教員経験を活かしてその上級免許状を
取得した方は

⇒「免許法別表第３による申請」をご覧ください。
※養護教諭の上級免許状を上記と同様に取得した場合は、
「免許法別表第６による申請」 をご覧ください。

・同一学校種で、取得済みの免許状以外の教科の免許状を
取得した方は
⇒「免許法別表第４による申請」をご覧ください。

・教員経験を活かして、特別支援学校教諭の免許状を取得し
た方は
⇒「免許法別表第７による申請」をご覧ください。

・取得済み免許状の教員経験を活かして、隣接する校種の
免許状を取得した方は
⇒「免許法別表第８による申請」をご覧ください。

再申請しようとする免許状は養護教諭、もしく
は栄養教諭ですか？

確認④

・保健師免許証取得者は
⇒「免許法別表第２による申請」をご覧ください。

・養護教諭の免許状を取得した方は
⇒「免許法別表第２による申請」をご覧ください。

・栄養教諭の免許状を取得した方は
⇒「免許法別表第２の２による申請」をご覧ください。

NO

大学の学位等と単位で免許状を再申請しようとする
方は「免許法別表第１による申請」をご覧ください。

・取得済みの免許状の単位を一部流用して他の学校種の免
許状を取得した場合は

⇒「免許法別表第１による申請」をご覧ください。
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※上記は一般的な教員免許状の再取得方法についての説明です。
これ以外の取得方法（「実習を担当する教諭免許状」の再申請等）については、問い合わせ先までご連絡ください。

特例制度による、保育士としての実務経験と
単位での幼稚園免許状の申請ですか？

確認①

NO

YES

YES

YES

YES

・幼稚園免許状取得の特例制度は
申請案内のリンクから「幼稚園教諭免許状取得の特例制度」
をクリックしてださい。

再授与申請用

教員資格認定試験合格、もしくは保健師免
許証取得による養護教諭免許状の申請です
か？

確認②

http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=2757&sin_recid=16029

